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お知らせ７月

木
造
住
宅
の
耐
震
個
別
相
談
会

　

木
造
住
宅
の
耐
震
個
別
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

　

住
ま
い
の
耐
震
性
に
不
安
の
あ
る

方
や
、
実
際
に
耐
震
診
断
・
改
修
を

お
考
え
の
方
に
、個
別
に
耐
震
診
断
・

改
修
の
流
れ
や
費
用
に
係
る
補
助
制

度
の
説
明
を
行
い
ま
す
。

　

申
し
込
み
・
相
談
料
は
い
ず
れ

も
不
要
で
す
。
お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

■
日
時

　

７
月
31
日
㈫　

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

■
会
場　

　

役
場
大
島
庁
舎
２
階　

相
談
室
３

■
申
し
込
み
・
相
談
料

　

不
要

■
主
催

　

周
防
大
島
町

■
相
談
員

　

総
務
課
消
防
防
災
班
職
員

■
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
０

全
国
一
斉
不
動
産
表
示
登
記

無
料
相
談
会

　

土
地
家
屋
調
査
士
が
不
動
産
の

表
示
登
記
に
関
す
る
相
談
に
お
応

え
し
ま
す
。

■
日
時

　

7
月
31
日
㈫

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

■
場
所

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
館

（
山
口
市
惣
太
夫
町
２
‐
２
（
山
口

駅
構
内
））

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

☎
０
８
３
（
９
２
２
）
５
９
７
５

介
護
保
険
負
担
限
度
額
の

認
定
更
新

　

介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
や

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
て
い
る
方
は
、
居
住
費
と
食

事
の
全
額
を
本
人
負
担
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
や

生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方
に
つ
い

て
は
、
本
人
負
担
額
の
上
限
を
定

め
、
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
で

す
。

■
対
象
者

・
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

で
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

方
。

①
配
偶
者
が
別
世
帯
の
場
合
、
配

偶
者
も
市
町
村
民
税
非
課
税
で
あ

る
こ
と
。

②
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
預
貯

金
等
が
一
定
額
（
単
身
の
場
合
は

１
０
０
０
万
円
、
夫
婦
の
場
合
は

２
０
０
０
万
円
）以
下
で
あ
る
こ
と
。

※
非
課
税
年
金
（
遺
族
年
金
・
障

害
年
金
）
も
勘
案
さ
れ
ま
す
。

■
手
続
き

　

こ
の
軽
減
制
度
を
利
用
す
る
た

め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
申
請
の
際
に
は
、
預
貯
金
通

帳
等
の
写
し
（
本
人
お
よ
び
配
偶

者
の
所
有
す
べ
て
）
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課 

介
護
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
３

ま
た
は
、
各
総
合
支
所
・
出
張
所

社
会
福
祉
法
人
等
に
よ
る

利
用
者
負
担
軽
減
の
更
新

　

社
会
福
祉
法
人
等
が
運
営
す
る

施
設
等
で
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
場
合
に
、
利
用
者

負
担
額
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
で

す
。

■
対
象
者

・
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
。

①
年
間
収
入
が
、
単
身
世
帯
で

１
５
０
万
円
以
下
、
世
帯
員
１
人

増
え
る
ご
と
に
50
万
円
を
加
算
し

た
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

②
預
貯
金
の
額
が
、
単
身
世
帯
で

３
５
０
万
円
以
下
、
世
帯
員
１
人

増
え
る
ご
と
に
１
０
０
万
円
を
加

算
し
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

③
日
常
生
活
の
た
め
に
必
要
な
資

産
以
外
に
利
用
し
得
る
資
産
を
所

有
し
て
い
な
い
こ
と
。

④
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
等
に
扶

養
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と
。

■
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
）

・
短
期
入
所
生
活
介
護
、
通
所
介

護
、
訪
問
介
護
、
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護

■
負
担
軽
減
の
割
合

・
利
用
者
負
担
額
（
１
割
自
己
負

担
、
食
費
、
居
住
費
ま
た
は
滞
在

費
の
１
０
０
分
の
25
）

・
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
、
利

用
者
負
担
額
、
食
費
、
居
住
費
ま

た
は
滞
在
費
の
１
０
０
分
の
50

■
手
続
き

　

こ
の
軽
減
制
度
を
利
用
す
る
た

め
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課 

介
護
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
３

ま
た
は
、
各
総
合
支
所
・
出
張
所

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

平
成
30
年
１
月
2
日
か
ら
平
成

31
年
1
月
1
日
の
間
に
、
家
屋
の

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
（
一
部

取
り
壊
し
を
含
む
）
を
さ
れ
た
方
、

ま
た
は
今
後
予
定
の
あ
る
方
は
、

8
月
31
日
㈮
ま
で
に
税
務
課
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

※
全
て
の
家
屋
（
農
業
用
・
プ
レ

ハ
ブ
倉
庫
・
車
庫
等
を
含
む
）
が

調
査
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　

　

税
務
課　

課
税
第
２
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

社
会
的
ひ
き
こ
も
り

家
族
教
室
の
ご
案
内

 　
「
社
会
的
ひ
き
こ
も
り
」
と
は
、

半
年
以
上
、
学
校
や
職
場
に
行
か

ず
、
家
族
以
外
と
の
親
密
な
対
人

関
係
が
持
て
な
い
状
態
が
続
い
て

お
り
、
ま
た
精
神
疾
患
が
そ
の
主

な
原
因
と
は
考
え
に
く
い
場
合

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
正
し
い
知

相
談

お
知
ら
せ


